
 

品川区飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業実施要綱 

 

制定 平成１７年１０月１日 要綱第７０号 

   改正 平成２１年３月１２日 要綱第２５号 

  改正 平成２１年６月３０日 要綱第３５７号 

       改正 平成２２年３月３０日 要綱第４５号 

                改正 平成２７年２月１８日 要綱第１４号 

改正 平成２８年３月１７日 要綱第１０３号 

改正 令和２年３月２６日 要綱第５５号 

   改正 令和３年７月１６日 要綱第250号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内に生息する飼い主のいない猫に対して不妊・去勢手術に要する経費の

一部を助成することにより、猫の不必要な繁殖による増加を抑え、地域住民に対する被害およ

び迷惑を未然に防止し、区民の快適な生活環境の保持および動物の愛護思想の普及を図ること

を目的とする。 

 

（事業の内容） 

第２条 区は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の助成を申請する者（以下「申請者」とい

う。）に対し、予算の範囲内で、手術に要する経費の一部を助成する。 

 

（助成対象者等） 

第３条 助成を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者 

（１）区内に住所を有している者 

（２）飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を実施した後、申請を行い、助成を受けようとする

者。 

２ 前項の規定にかかわらず、病気、その他の事情により手術を実施することが適当でないと獣

医師が診断した時は、助成の対象としない。 

 

（助成金額） 

第４条 助成金額は、１頭につき次に掲げる額を限度とする。 

（１）不妊手術（雌）１２，０００円 

（２）去勢手術（雄）  ７，０００円 

２ 前項に規定する不妊手術とは、雌猫の卵巣または子宮の摘除を、去勢手術とは、雄猫の精巣

の摘除をいう。 

 

（手術完了証明書） 

第５条 申請者は、前条２項に規定する手術が完了した後、手術を実施した獣医師に、飼い主の

いない猫の不妊・去勢手術費助成手術完了証明書（第１号様式）への記入を依頼し、当該手術

が完了した旨の証明を受ける。 

 

（手術後の返送等） 

第６条 申請者は、第４条２項に規定する手術が完了した後、手術を実施した獣医師の指定する

日に当該猫を引き取り、元の場所に返送する。 

 

（申請手続きおよび助成金の請求） 

第７条 申請者は、手術の完了の日から起算して３０日以内に、飼い主のいない猫の不妊・去勢

手術費助成手術完了証明書（第１号様式）および飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成承



認申請書および助成金請求書（第２号様式）を区長に提出し、助成金の承認申請および請求を

行う。 

（助成承認） 

第８条 区長は、申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、助成することを適当と認めた

ときは、予算の範囲内で、助成金の交付決定を行うものとする。 

２ 区長は、助成をすることを不適当と認めたときは、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助

成不承認通知書（第３号様式）を交付する。 

 

（助成金の交付） 

第９条 区長は、毎月の請求案件ごとに飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成手術完了証明

書（第１号様式）の確認後、適法な請求書に基づき、翌月すみやかに交付する。なお、助成金

の交付は口座振込とする。 

 

（決定の取消等） 

第１０条 区長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の承認決定を受けたときには、

助成金の承認を取り消すことができる。 

２ 区長は、承認決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限

を定めて当該助成金の全額を返還させることができる。 

 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、品川区保健所長が定める。 

 

   付則 

 この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

   付則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   付則 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

   付則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、令和３年７月１６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


